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衆
議
院
議
員
海
江
田
万
里
君
提
出
高
層
建
築
物
を
建
設
す
る
際
の
日
照
権
の
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
が
近
隣
に
存
在
す
る
場
所
に

高
層
建
築
物
が
建
て
ら
れ
る
場
合
の
小
学
校
等
に
お
け
る
日
照
の
確
保
の
問
題
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
解
決
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
「
日
照
権
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
及
び
法
的
性
格
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
学
説

が
分
か
れ
て
お
り
、
判
例
上
も
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
基
づ
き
、
良
好
な
市
街
地
の
形
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の

高
さ
の
制
限
、
高
度
地
区
、
地
区
計
画
等
を
必
要
に
応
じ
て
活
用
し
、
建
築
物
に
対
し
て
規
制
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て

い
る
。


